
 

新たな住生活基本計画策定の検討と構成への反映について 

 

（計画策定の方向性） 

 現行の計画は、住生活に関わる幅広い分野について網羅的な記載としているが、新しい

計画では、現状や今後 10 年間に想定される課題を把握し、本市として力を入れていく住

宅政策のテーマを明確に示していきたいと考えている。 

 

（検討委員会の役割） 

 検討委員会において、本市における住生活に係る現状から、今後進めていくべき施策の

テーマについて議論いただき、挙げられた意見を踏まえて、計画の基本理念や基本方針

を設定する。 

 また、基本方針ごとの目標・施策の方向性についてもご意見をいただき、それを基に基

本方針や目標、施策を体系化して計画案を作成し検討委員会に提示する予定であり、そ

の内容について委員からさらに意見をいただき反映していく。 

 中間案の作成後にパブリックコメント手続きを実施し、検討委員会にて基本計画の最終

案としてとりまとめる。 

仙台市における住宅事情

の現状と課題 

テーマの設定 

基 本 理 念 

基本方針 基本方針 基本方針 ・・・ 

目標 

基本施策 

 ・具体的施策 

目標 

基本施策 

 ・具体的施策 

・
・
・ 

住生活基本計画の構成イメージ 

成果指標 

成果指標 

検討委員会における議論 

基本方針ごとの 

目標・施策の方向性 

施策展開内容への意見 

計画案への意見 

反
映 

反
映 

反
映 

計画案とりまとめ 

別紙 4 


